
 ほろのべ議会だより 第104号
 第７期『幌延町介護保険事業計画・高齢者保健
福祉計画』がスタートしました!!

 第2回 幌延町議会（臨時会）
 第3回 幌延町議会（定例会）
 幌延町税条例の一部改正のお知らせ
 幌延町国民健康保険の運営状況について
 後期高齢者医療制度のお知らせ
 開基120年記念事業「青いケシの苗配布」のお
知らせ

 マイナンバーカードで全国のコンビニから各種
証明書が取得できます

 子ども医療費助成制度改正のお知らせ
 診療所だより
 生活での不安や悩み、困りごと出前相談会のお
知らせ

 防災情報－災害から身を守るために－
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植村　祐希 君

　
　
　
　
　
　
幌
延
町
で
は
、
こ
れ

か
ら
高
齢
者
の
人
口
が
増
え
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　
高
齢
者
が
買
い
物
や
通
院
す
る
と

き
の
支
援
策
に
つ
い
て
、
町
と
し
て

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
で
す
か
。

　
　
　
　
　
　
私
も
植
村
君
と
同
じ

く
、
こ
れ
か
ら
高
齢
者
の
人
口
が
増

え
て
い
き
、
た
く
さ
ん
の
支
援
が
必

要
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、

高
齢
者
が
車
の
運
転
を
で
き
な
く
な

っ
た
時
の
、
買
い
物
や
通
院
な
ど
の

支
援
に
つ
い
て
は
、
市
街
地
以
外
の

方
は
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
や
患
者
輸
送

バ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
対
応
し
て

い
ま
す
。

　
一
方
で
、
幌
延
市
街
地
の
方
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
支
援

策
が
良
い
の
か
、
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

買
い
物
や
通
院
を
手
助
け
で
き
る
運

転
手
さ
ん
の
確
保
な
ど
の
課
題
も
あ

質
問
要
旨

答
弁
要
旨

り
ま
す
の
で
、
時
間
を
か
け
て
検
討

し
ま
す
。

小原　守利 君

　
　
　
　
　
　
共
進
会
場
に
は
、
汲

み
取
り
式
の
ト
イ
レ
が
あ
り
ま
す
。

共
進
会
場
は
、
共
進
会
や
ス
キ
ー
場

の
ロ
ッ
ジ
や
地
域
の
活
動
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
場
面
で
人
々
が
利
用
し
ま
す

が
、
汲
み
取
り
式
の
ト
イ
レ
だ
と
人

々
が
利
用
し
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
。

　
町
民
な
ど
多
く
の
人
々
が
利
用
す

る
場
所
な
の
で
、
ト
イ
レ
を
整
備
し
、

広
く
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

答
弁
要
旨　
幌
延
町
産
業
共
進
会

場
は
、
昭
和
61
年
に
建
設
さ
れ
た
、

酪
農
振
興
の
た
め
の
施
設
で
あ
り
、

乳
牛
共
進
会
の
会
場
と
し
て
設
置
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　
平
成
24
年
度
に
改
修
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
水
洗
化
す
る
予
算
が
な
か

っ
た
た
め
、
便
器
を
和
式
か
ら
洋
式

に
変
え
る
の
み
の
改
修
と
な
り
ま
し

質
問
要
旨

幌延町こども議会開催

　幌延町議会では、次世代を担うこども達が議会の仕組みや将来について考え、質問する体験をする
ことで、まちのことやまちづくりなどの町政に対する理解と関心を深めるとともに、町政参画意識の
醸成を図ることを目的として、幌延・問寒別中学校２年生全員による「幌延町こども議会」を開催し
ました。
　こどもの視点で見た幌延町の課題及び意見については、今後の町政並びに教育行政の参考とします。
　一般質問及び答弁の要旨は次のとおりです。
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た
。

　
早
急
に
検
討
し
、
結
論
を
出
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

梶浦　陽菜さん

質
問
要
旨　
今
、
幌
延
町
で
は
就

農
者
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い

ろ
な
工
夫
を
し
て
新
規
就
農
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
が
、
過
去
に
何
人
が

新
規
就
農
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
就
農
者
を
増
や
す
た
め
に

ど
の
よ
う
な
策
を
講
じ
て
い
る
の
で

す
か
。

答
弁
要
旨　
幌
延
町
の
酪
農
は
、

親
か
ら
子
へ
経
営
を
引
き
継
ぐ
家
族

経
営
方
針
で
営
農
が
続
け
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
農
業
者
の
高
齢

化
が
進
む
と
同
時
に
、
後
継
者
の
い

な
い
農
家
の
離
農
が
相
次
ぎ
、
町
外

か
ら
新
た
に
酪
農
を
志
す
人
を
募
り
、

新
規
就
農
者
に
な
っ
て
も
ら
う
取
り

組
み
を
始
め
ま
し
た
。

　
新
規
就
農
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に

は
、
町
だ
け
で
は
な
く
、
各
関
係
機

関
に
協
力
を
い
た
だ
き
、
営
農
資
金

等
、
様
々
な
支
援
を
必
要
と
し
ま
す
。

町
で
は
、
平
成
25
年
３
月
に
新
規
就

農
者
支
援
に
関
す
る
条
例
を
制
定
し

ま
し
た
。
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
方
々

か
ら
酪
農
実
習
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
を
受
け
、
昨
年
６
月
、
熊
本
県
出

身
の
若
い
ご
夫
婦
が
新
規
就
農
研
修

を
終
え
、
下
沼
地
区
で
酪
農
を
始
め

ま
し
た
。
引
き
続
き
２
組
目
、
３
組

目
の
方
々
に
、
幌
延
町
で
就
農
を
希

望
し
て
も
ら
う
た
め
、
本
町
の
酪
農

が
、
魅
力
溢
れ
る
職
業
と
な
る
よ
う

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

を
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

金田　陵希 君

質
問
要
旨　
幌
延
に
は
海
岸
線
が

あ
り
ま
す
。
沼
か
ら
は
シ
ジ
ミ
を
捕

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
新
し
い
産
業
と
し
て
、
漁
業
を
や

っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

答
弁
要
旨　
幌
延
町
で
も
大
正
か

ら
昭
和
に
か
け
、
春
は
ニ
シ
ン
漁
、

秋
は
さ
け
漁
を
中
心
と
し
た
漁
業
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和

29
年
ま
で
54
戸
が
浜
里
地
区
に
入
植

し
、
組
合
も
組
織
さ
れ
、
漁
業
が
営

ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
28
年
を
境
に
、
浜

里
地
区
の
漁
業
を
支
え
て
き
た
ニ
シ

ン
の
不
漁
が
続
き
、
安
定
し
た
収
益

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ

と
や
、
漁
船
を
係
留
す
る
漁
港
が
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
漁
業
者

は
天
塩
町
や
豊
富
町
に
転
出
し
、
幌

延
町
の
漁
業
は
衰
退
し
て
い
き
ま
し

た
。

　
現
在
、
浜
里
海
岸
で
の
漁
や
、
天

塩
川
と
そ
の
支
流
、
パ
ン
ケ
沼
で
行

う
シ
ジ
ミ
漁
は
、
天
塩
漁
協
が
漁
業

権
を
取
得
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
漁

業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
川
や
養

殖
な
ど
は
本
町
で
も
可
能
で
あ
り
、

町
も
協
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。白田　小葉さん

質
問
要
旨　
幌
延
町
の
人
口
は
毎

年
少
し
ず
つ
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
の
ク
ラ
ス
は
、
４
～
５
人
程
度
引

っ
越
し
、
20
人
程
い
た
ク
ラ
ス
メ
ー

ト
が
、
今
は
15
人
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
人
口
減
少
は

止
ま
ら
ず
、
進
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
ま
す

か
。答

弁
要
旨　
今
の
人
口
は
約
２
千

４
百
人
で
す
が
、
60
年
ほ
ど
前
、
幌

延
町
に
は
７
千
５
百
人
く
ら
い
の
人

が
い
ま
し
た
。

加藤　睦丈 君

質
問
要
旨　
ふ
る
さ
と
の
森
で
キ

ャ
ン
プ
を
し
て
い
る
人
を
見
か
け
ま

す
。

　
ふ
る
さ
と
の
森
の
キ
ャ
ン
プ
場
に
、

ブ
ル
ー
ポ
ピ
ー
や
遊
具
な
ど
を
増
や

し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

答
弁
要
旨　
ふ
る
さ
と
の
森
は
、

ブ
ル
ー
ポ
ピ
ー
に
必
要
な
土
壌
環
境

が
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
現
状
で
は

難
し
い
と
考
え
ま
す
。
ブ
ル
ー
ポ
ピ

ー
は
、
ト
ナ
カ
イ
観
光
牧
場
に
隣
接

す
る
ノ
ー
ス
ガ
ー
デ
ン
で
、
６
月
・

７
月
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
新
た
な
遊
具
の
設
置
は
考
え
て
い

ま
せ
ん
が
、
町
で
は
昨
年
度
、
ふ
る

さ
と
森
の
キ
ャ
ン
プ
場
の
コ
テ
ー
ジ

と
管
理
棟
の
改
修
を
行
い
ま
し
た
。

今
年
度
は
ト
イ
レ
や
、
公
園
内
敷
地

の
駐
車
場
や
通
路
、
排
水
な
ど
の
整

備
を
行
い
ま
す
。

　
今
後
、
利
用
者
が
増
加
し
、
幌
延

町
を
訪
れ
る
観
光
客
が
増
え
る
こ
と

入牧のようす
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原
因
は
、
炭
坑
の
閉
山
や
国
鉄
の

合
理
化
な
ど
で
、
働
く
場
所
が
少
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
医
療
、

教
育
、
生
活
に
お
い
て
、
便
利
な
都

市
へ
転
出
す
る
人
が
増
え
た
こ
と
で

す
。
た
だ
、
白
田
さ
ん
の
ク
ラ
ス
メ

ー
ト
が
減
る
の
は
、
転
勤
を
伴
う
事

務
所
が
今
の
幌
延
町
に
多
い
こ
と
も

原
因
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
全
体
が
人
口
減
少
に
な
っ
て

い
る
中
で
、
幌
延
町
の
人
口
を
増
や

す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
少

し
で
も
人
口
を
維
持
で
き
る
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り
、
酪
農
や
商
工
業
の
支

援
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

橋本　翔太 君

質
問
要
旨　
幌
延
町
の
秘
境
駅
対

策
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
、
昔
か
ら

あ
っ
た
駅
が
Ｊ
Ｒ
北
海
道
の
経
営
問

題
で
廃
駅
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
幌
延
町
に
は
秘
境
駅
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
駅
を
維
持
す
る
た
め
の
町

の
対
策
を
考
え
て
い
ま
す
か
。

答
弁
要
旨　
橋
本
君
が
指
摘
す
る

と
お
り
、
幌
延
町
に
あ
る
７
つ
の
駅
、

特
に
利
用
の
少
な
い
駅
に
つ
い
て
は
、

廃
駅
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
ど
ん
な

に
利
用
す
る
人
が
少
な
く
て
も
、
車

な
ど
の
移
動
手
段
を
持
た
な
い
人
に

と
っ
て
、
鉄
道
は
貴
重
な
移
動
手
段

で
す
。

　
最
近
で
は
、
山
里
離
れ
た
場
所
に

存
在
す
る
駅
、「
秘
境
駅
」
が
観
光

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
町
で
は
、

こ
の
秘
境
駅
を
ひ
と
つ
の
観
光
資
源

と
と
ら
え
て
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
駅
の
存
続
さ

せ
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

村上 瞬之介 君

質
問
要
旨　
深
地
層
の
研
究
が
終

わ
っ
た
ら
、
地
下
の
研
究
施
設
は
ど

う
す
る
の
で
す
か
。

　
た
く
さ
ん
お
金
が
入
っ
て
き
て
い

ま
し
た
が
、
終
了
し
た
と
き
に
困
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

答
弁
要
旨　
深
地
層
研
究
に
つ
い

て
は
、
研
究
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、

現
在
の
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、

そ
し
て
北
海
道
、
幌
延
町
の
三
者
で

協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
に

「
深
地
層
研
究
終
了
後
は
、
地
上
施

設
を
閉
鎖
し
、
地
下
施
設
を
埋
め
戻

す
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
て
い
ま

す
の
で
、
研
究
が
終
わ
っ
た
際
に
は
、

埋
め
戻
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
国
か
ら
「
電
源
立
地
地
域
対
策
交

付
金
」
が
毎
年
約
１
億
６
千
３
百
万

円
、
町
に
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
末
ま
で
に
研
究
終
了

ま
で
の
工
程
や
そ
の
後
の
埋
戻
し
に

つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

門田　翔真 君

質
問
要
旨　
東
町
の
道
路
で
は
、

へ
こ
ん
で
い
る
場
所
が
あ
り
、
水
が

溜
ま
っ
て
し
ま
い
、
車
が
ゆ
っ
く
り

通
っ
て
も
、
水
し
ぶ
き
が
か
か
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
排
水
溝

な
ど
が
あ
れ
ば
歩
行
者
も
、
よ
り
安

心
し
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

答
弁
要
旨　
東
町
の
道
路
は
「
町

道
幌
延
北
進
線
」
の
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
現
在
、
凸
凹
や
舗
装
の
窪
み

な
ど
が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
、
排

水
施
設
も
古
く
歩
道
幅
が
狭
く
、
車

や
歩
行
者
が
不
便
を
感
じ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
31
年
以
降
に
道
路
改
良
工
事

を
計
画
し
て
い
ま
す
。
工
事
が
始
ま

る
ま
で
の
間
は
、
部
分
補
修
で
対
応

し
て
い
き
ま
す
。

早坂　七海さん

質
問
要
旨　
幌
延
町
広
報
「
幌
延

の
窓
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
ま

し
た
。こ
の
ペ
ー
ジ
を
見
て
も
、「
幌

延
の
窓
」
が
い
つ
か
ら
あ
る
の
か
な

ど
、
詳
し
い
情
報
が
載
っ
て
お
ら
ず
、

知
り
た
か
っ
た
情
報
が
わ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
っ
と
幌
延
町
の
情
報

が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
改
善
し
て

ほ
し
い
で
す
。

答
弁
要
旨　
幌
延
町
で
は
、
町
の

状
況
や
い
ろ
い
ろ
な
計
画
、
広
報
誌

な
ど
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
全
て
の
情
報
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
は
難
し
い

の
で
、
主
に
新
し
い
情
報
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

　
広
報
誌
「
ほ
ろ
の
べ
の
窓
」
は
、

昭
和
29
年
２
月
１
日
に
発
行
さ
れ
、

今
年
５
月
号
で
６
百
43
号
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。
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門田　悠真 君

質
問
要
旨　
防
犯
カ
メ
ラ
は
町
中

に
あ
る
の
で
す
か
。
名
林
公
園
の
あ

た
り
は
、
不
審
者
が
多
発
し
て
い
ま

す
。
町
中
の
公
共
施
設
に
は
防
犯
カ

メ
ラ
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
名
林
公

園
も
つ
け
て
お
い
た
ら
安
心
だ
と
思

い
ま
す
。

答
弁
要
旨　
小
中
学
校
・
金
田
心

象
書
道
美
術
館
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、

町
内
に
は
カ
メ
ラ
の
設
置
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
過
去
に
不
審
者
が
い
る
と
の
情
報

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
防
犯

灯
の
設
置
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
に
取
り
替

え
る
な
ど
、
犯
罪
の
未
然
防
止
策
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
つ
い
て
は

考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
引
き
続
き
、

犯
罪
の
無
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
、
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

柳沼　夢奈さん

質
問
要
旨　
町
内
に
は
避
難
場
所

の
看
板
が
あ
り
ま
す
が
、
小
さ
く
て

見
え
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
看
板
を
、

も
う
少
し
大
き
く
し
て
目
立
た
せ
れ

ば
、
町
民
や
観
光
に
来
た
人
た
ち
が

困
ら
な
い
で
避
難
で
き
る
と
思
う
の

で
す
が
。

答
弁
要
旨　
標
識
の
大
き
さ
は
、

大
き
す
ぎ
る
と
強
風
が
吹
い
た
と
き

に
倒
れ
て
、
危
険
な
場
合
も
あ
る
の

で
、
極
端
に
大
き
く
は
作
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
災
害
の
と

き
に
避
難
で
き
る
か
を
図
で
示
し
た

り
、
外
国
語
で
も
表
示
す
る
な
ど
、

わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
工
夫
を
し
て

い
ま
す
。

　
普
段
か
ら
災
害
が
発
生
し
た
際
の

避
難
行
動
に
つ
い
て
は
、
各
家
庭
に

配
付
し
て
い
る
防
災
マ
ッ
プ
を
参
考

に
し
て
、
ご
家
庭
で
話
し
合
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

若杉　翔也 君

質
問
要
旨　
昔
は
、
町
内
対
抗
で

運
動
会
が
行
わ
れ
て
い
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
町
民
全
体
で
行
う
こ
と
で
、

交
流
が
深
ま
り
、
町
に
活
気
が
出
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
町
の
活
性
化
の

た
め
に
も
、
多
く
の
町
民
が
参
加
で

き
る
ス
ポ
ー
ツ
行
事
を
考
え
て
ほ
し

い
で
す
。

答
弁
要
旨　
教
育
委
員
会
で
は
、

社
会
体
育
に
関
わ
る
事
業
を
年
間
22

事
業
計
画
実
施
し
、
ス
ポ
ー
ツ
や
健

康
増
進
の
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
体
育
協
会
や
各
種
団
体
で
も

様
々
な
大
会
や
行
事
を
開
催
し
、
町

内
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
が
図
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
最
近
は
、
ス
ポ
ー
ツ
や
趣
味
の
多

様
化
、
高
齢
化
等
に
よ
り
、
町
民
全

体
が
集
ま
る
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
行
事

が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、

関
係
団
体
と
連
携
し
、
様
々
な
世
代

の
方
が
参
加
で
き
、
長
続
き
す
る
ス

ポ
ー
ツ
行
事
や
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
等

の
普
及
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

良本　音々さん

質
問
要
旨　
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

で
勉
強
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す

が
、
時
間
が
遅
い
の
で
小
学
校
低
学

年
は
、
行
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

勉
強
を
教
え
て
く
れ
る
人
が
低
学
年

の
子
の
家
に
行
く
と
、
夜
で
も
小
さ

い
子
が
勉
強
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

答
弁
要
旨　
低
学
年
の
家
庭
学
習

で
１
番
大
切
な
こ
と
は
、
お
家
の
人

に
そ
の
日
の
学
校
の
様
子
を
お
話
し

た
り
、
学
年
の
数
字
×
10
分
プ
ラ
ス

10
分
の
時
間
を
め
ど
と
し
て
、
宿
題

や
教
科
書
な
ど
を
使
っ
た
予
習
、
復

習
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
教
育
委
員
会
で
は
、
家
庭
教
師
の

想
定
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
学
習

環
境
の
こ
と
で
困
っ
て
い
る
子
が
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
学
校
の
先
生
や
教

育
委
員
会
に
相
談
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

国際交流センター
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渡部　姫依さん

質
問
要
旨　
私
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
水
を
買
っ
て
い
ま
す
が
、
水
道

水
も
よ
り
お
い
し
く
飲
め
た
ら
良
い

な
と
思
い
ま
し
た
。
幌
延
町
の
水
は
、

質
の
良
い
も
の
だ
と
聞
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
水
を
よ
り
生
か
し
て
、
飲

み
や
す
い
水
道
水
に
で
き
な
い
で
し

ょ
う
か
。

答
弁
要
旨　
幌
延
町
市
街
地
区
は
、

地
下
48
ｍ
か
ら
65
ｍ
の
間
か
ら
汲
み

上
げ
た
地
下
水
を
水
道
水
と
し
て
利

用
し
て
い
ま
す
。

　

水
道
法
で
は
、「
水
道
事
業
者
は

消
毒
そ
の
他
衛
生
上
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
塩
素
に
よ
る
消
毒
を

行
い
な
が
ら
、
安
全
な
水
を
町
民
に

供
給
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
塩
素
の
臭
い
が
お
い
し
く
な

い
水
と
感
じ
て
し
ま
う
原
因
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
安
全
で
安
心
な
水
を

供
給
す
る
上
で
、
必
要
な
衛
生
措
置

な
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

遠藤　芽衣さん

質
問
要
旨　
私
が
問
寒
別
小
学
校

に
入
学
す
る
前
は
、
４
人
ほ
ど
の
同

級
生
が
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
私

１
人
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

理
由
の
１
つ
と
し
て
、
問
寒
別
に
働

く
場
が
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

仕
事
場
を
増
や
す
こ
と
で
、
い
ろ
い

ろ
な
世
代
の
方
々
が
働
け
て
、
問
寒

別
の
人
口
も
増
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
問
寒
別
住
民
の
要
望
と
し

て
、
毎
日
で
は
な
く
て
い
い
の
で
、

外
食
で
き
る
場
が
ほ
し
い
で
す
。

答
弁
要
旨　
問
寒
別
地
区
に
つ
い

て
は
、
最
盛
期
の
８
割
を
超
え
る
割

合
で
人
口
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
原
因
は
、
働
く
場
所
が
減
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

人
口
を
増
や
す
た
め
に
、
職
場
を
増

や
す
こ
と
も
、
快
適
な
生
活
が
で
き

る
環
境
を
整
え
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

と
て
も
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
重
要
な
課
題
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
外
食
に
つ
い
て
は
、
何
が
で
き
る

か
地
域
全
体
で
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

出
前
講
座
・
リ
ハ
ー
サ
ル
の
よ
う
す
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お問い合わせ先：保健福祉課 戸籍福祉グループ 電話：5－1115（内線163（介護保険担当））

平成30年４月１日から

第７期　『幌延町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画』がスタートしました！！
　幌延町では、平成 27 年 3 月に第６期の「幌延町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」を策定し、これに
基づき介護保険事業と高齢者の保健福祉事業に取り組んできました。
　3 年を１期として計画する「介護保険事業計画」に併せ、介護保険事業以外の保健福祉施策全般にわたる「高
齢者保健福祉計画」との整合性を図り連携して事業を推進する必要があることから両計画を一体的に策定しま
した。

計画策定の基本理念と目標
　高齢者をはじめ、すべての町民が住み慣れた幌延町で、健康で安心して暮らせるまちづくりを進めていく
ため、この計画の基本理念を「第５次幌延町総合計画」の基本目標の一つである『健やかに安心して暮らせ
るまちづくり』とし、次の４点を基本目標にして計画を推進していきます。
①健康づくり　②地域包括ケアシステムの強化・深化　③介護保険事業の推進　④高齢化に対応したまちづ
くりの推進

介護保険料の改定
　今後 3 年間（平成 30 年度～平成 32 年度）の介護サービスを安心して受けるために必要なサービス量など
を見込んだ結果、65 歳以上の第 1 号被保険者の方の保険料は、次の表のとおりになります。第６期同様、国
の所得基準に基づいて保険料を定めました。
　なお、第７期の保険料基準額は、介護給付費準備基金の取崩しを行いますが、第 1 号被保険者の負担割合
の増加や今後予定されている消費税見直しを勘案した影響額を考慮した結果、第６期と比較して「約 1.04%」
増の改定になりましたので、ご理解くださいますようお願いします。
■介護保険料（年額）と算定に関する基準	 ※下記表の（　）は、公費等による軽減強化実施後のものです。

第６期 第７期

区 分
（段階） 対象者 負担

割合

年額
保険料
（円）

対象者 負担
割合

年額
保険料
（円）

第１

生活保護の方
世帯全員が町民税非課税で、老齢福
祉年金を受給されている方
世帯全員が町民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円以下の方

0.50

(0.45)

(0.30)

32,500

(29,200)

(19,500)

生活保護の方
世帯全員が町民税非課税で、老齢福
祉年金を受給されている方
世帯全員が町民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円以下の方

0.50

(0.45)

33,700

(30,300)

第2
世帯全員が町民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円を超え120万円以下の方

0.75
(0.50)

48,700
(32,500)

世帯全員が町民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円を超え120万円以下の方

0.75 50,500

第3
世帯全員が町民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が120万円を超える方

0.75
(0.70)

48,700
(45,500)

世帯全員が町民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合
計が120万円を超える方

0.75 50,500

第４

世帯の誰かに町民税が課税されてい
るが、本人は町民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方

0.90 58,500

世帯の誰かに町民税が課税されてい
るが、本人は町民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方

0.90 60,600

第５

世帯の誰かに町民税が課税されてい
るが、本人は町民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超える方

1.00 65,000

世帯の誰かに町民税が課税されてい
るが、本人は町民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超える方

1.00 67,400

第６ 本人が町民税課税で、前年の合計所
得が120万円未満の方 1.20 78,000 本人が町民税課税で、前年の合計所

得が120万円未満の方 1.20 80,800

第７ 本人が町民税課税で、前年の合計所
得が120万円以上190万円未満の方 1.30 84,500 本人が町民税課税で、前年の合計所

得が120万円以上200万円未満の方 1.30 87,600

第８ 本人が町民税課税で、前年の合計所
得が190万円以上290万円未満の方 1.50 97,500 本人が町民税課税で、前年の合計所

得が200万円以上300万円未満の方 1.50 101,100

第９ 本人が町民税課税で、前年の合計所
得が290万円以上の方 1.70 110,500 本人が町民税課税で、前年の合計所

得が300万円以上の方 1.70 114,500
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第
２
回

幌
延
町
議
会

（
臨
時
会
）

　
第
２
回
幌
延
町
議
会
（
臨
時

会
）
は
５
月
21
日
に
開
会
さ
れ
、

報
告
２
件
、
承
認
２
件
、
議
案

２
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
、

同
日
閉
会
し
ま
し
た
。

　
議
決
さ
れ
た
案
件
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

▽
報
告
第
１
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

　
町
公
用
車
に
よ
る
交
通
事
故

の
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い

て
、
専
決
処
分
の
報
告
で
す
。

▽
報
告
第
２
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

　
町
道
管
理
上
の
瑕
疵
に
よ
り

通
行
車
両
に
与
え
た
損
害
に
対

す
る
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ

い
て
、
専
決
処
分
の
報
告
で
す
。

▽
承
認
第
１
号

　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
平
成
29
年
度	

幌
延
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
７
号
））

　
３
月
20
日
に
専
決
処
分
し
た

平
成
29
年
度
幌
延
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
７
号
）
に
つ
い

て
、
専
決
処
分
の
承
認
で
す
。

　
補
正
の
内
容
は
、
歳
入
が
繰

入
金
７
千
７
５
７
万
円
減
、
歳

出
が
除
雪
業
務
委
託
料
１
千
万

円
増
な
ど
で
す
。

▽
承
認
第
２
号

　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
幌
延
町
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
）　

　
個
人
住
民
税
の
非
課
税
基
準
、

基
礎
控
除
等
の
見
直
し
、
た
ば

こ
税
率
の
段
階
的
引
き
上
げ
、

固
定
資
産
税
の
生
産
性
向
上
設

備
に
係
る
特
例
措
置
の
追
加
な

ど
に
つ
い
て
、
専
決
処
分
の
承

認
で
す
。

▽
議
案
第
１
号

　
幌
延
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　
賦
課
方
式
お
よ
び
税
率
な
ら

び
に
２
割
・
５
割
軽
減
に
係
る

軽
減
判
定
基
準

の
改
正
と
、
課

税
限
度
額
の
引

き
上
げ
に
関
す

る
条
例
の
改
正

で
す
。

▽
議
案
第
２
号

　

財
産
の
取
得

に
つ
い
て
（
除

雪
ド
ー
ザ
13
ｔ

級
購
入
）

　

除
雪
ド
ー
ザ

13
ｔ
級
１
台
を
、

２
千
47
万
６
千

８
０
０
円
で
北

海
道
川
崎
建
機

株
式
会
社
稚
内

支
店
か
ら
購
入

す
る
も
の
で
す
。

▽
報
告
第
１
号

　
平
成
29
年
度
幌
延
町
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の

報
告
に
つ
い
て

　
平
成
29
年
度
か
ら
平
成
30
年

度
に
繰
り
越
し
た
事
業
の
報
告

で
す
。

◆
移
住
定
住
促
進
事
業
２
４
０

万
円
、
幌
延
町
酪
農
・
肉
用
牛

増
産
近
代
化
施
設
整
備
事
業
３

０
０
万
円
、
幌
延
地
区
団
体
営

農
業
基
盤
整
備
促
進
事
業
１
千

６
３
８
万
５
千
円

（
計
３
事
業
、
総
額
２
千
１
７

８
万
５
千
円
）

▽
報
告
第
２
号

　
有
限
会
社
幌
延
町
畜
産
振
興

公
社
の
経
営
状
況
報
告
に
つ
い

て▽
報
告
第
３
号

　
株
式
会
社
幌
延
町
ト
ナ
カ
イ

観
光
牧
場
の
経
営
状
況
報
告
に

つ
い
て　

　
２
社
の
平
成
29
年
度
の
経
営

状
況
の
報
告
で
す
。

▽
議
案
第
１
号

　
幌
延
町
過
疎
地
域
自
立
促
進

市
町
村
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　
計
画
の
中
に
、
町
道
上
幌
１

号
線
橋
梁
新
設
事
業
お
よ
び
幌

延
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
中
継
局
改

修
事
業
の
２
事
業
を
追
加
す
る

変
更
で
す
。

▽
議
案
第
２
号

　
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の

総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い

て　
　
問
寒
別
・
上
問
寒
・
中
問
寒

辺
地
の
公
共
的
施
設
の
総
合
整

備
計
画
の
中
の
道
路
事
業
の
変

更
で
す
。

▽
議
案
第
３
号

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
（
医
療
技
術
職
員
住
宅
建

設
工
事
：
建
築
主
体
）

　
平
成
30
年
度
施
行
医
療
技
術

職
員
住
宅
建
設
工
事
（
建
築
主

体
）
を
、
６
千
８
０
４
万
円
で

株
式
会
社
富
田
組
と
工
事
請
負

契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

▽
議
案
第
４
号

　

財
産
の
取
得

に
つ
い
て
（
タ

ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ

購
入
）

　

各
小
中
学
校

の
児
童
・
生
徒
、

教
員
用
の
タ
ブ

レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
計

62
台
を
、
８
２

５
万
９
千
１
９

２
円
で
ダ
ー
シ

ェ
ニ
カ
か
ら
購

入
す
る
も
の
で

す
。

▽
議
案
第
５
号

　

平
成
30
年
度

　

幌
延
町
一
般

会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

補
正
の
内
容

は
、
歳
入
が
国
庫
支
出
金
２
千

９
５
７
万
２
千
円
減
、
町
債
３

千
９
４
０
万
円
増
、
歳
出
が
道

路
維
持
管
理
費
１
千
２
１
８
万

円
増
、
町
道
中
問
寒
上
問
寒
線

道
路
改
良
事
業
１
千
９
５
７
万

１
千
円
新
規
計
上
な
ど
で
す
。

一 

般 

質 

問

高
橋　
秀
之　
議
員

○
人
口
減
少
に
つ
い
て

○
選
挙
公
約
に
つ
い
て

鷲
見　
　
悟　
議
員

○
深
地
層
研
究
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て

○
風
力
発
電
等
環
境
問
題
に
つ

い
て

斎
賀　
弘
孝　
議
員

○
深
地
層
研
究
セ
ン
タ
ー
の
処

分
技
術
の
地
下
研
究
と
交
付
金

の
使
い
道
に
つ
い
て

行 

政 

報 

告

・
幌
延
町
移
住
情
報
Ｐ
Ｒ
支
援

セ
ン
タ
ー
の
運
用
開
始
に
つ
い

て・
幌
延
町
観
光
大
使
の
委
嘱
に

つ
い
て教

育
行
政
報
告

・
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の

概
要
に
つ
い
て

第
３
回

幌
延
町
議
会

（
定
例
会
）

平成29年度　幌延町一般会計補正予算　　（単位：千円）
補正前 補正額 補正後

一 般 会 計 5,367,990 12,500 5,380,490

平成30年度　幌延町一般会計補正予算　　（単位：千円）
補正前 補正額 補正後

一 般 会 計 5,360,000 39,128 5,399,128
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個人町民税（平成 33年１月１日施行）
＞＞個人所得課税の見直し
（１）障害者等に対する非課税措置の見直し
　障害者、未成年者、寡婦（寡夫）に対する個人町民税の非課税措置における非課税措置の前年の合計
所得要件が、『125 万円』から『135 万円』に引き上げられます。
（２）町民税均等割・所得割の非課税限度額の見直し
　給与・公的年金等控除が 10 万円引き下げられ、どのような所得にも適用される基礎控除へ振り替えら
れることから、個人住民税の「均等割・所得割」の非課税となる基準が『10 万円』引き上げられます。
（３）基礎控除の見直し
　基礎控除について、合計所得金額が 2,400 万円を超える納税義務者に係る基礎控除額が逓減・消失す
る仕組みを設けました。

前年の合計所得金額 控除額
平成 32 年 12 月 31 日まで 平成 33 年１月１日から

2,400 万円以下

33 万円

43 万円
2,400 万円超～ 2,450 万円以下 29 万円
2,450 万円超～ 2,500 万円以下 15 万円

2,500 万円超 適用なし

（４）調整控除の見直し
　基礎控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額が 2,500 万円を超える所得割の納税義務者は調整控除
を適用しないこととなります。

たばこ税	( 平成 30年 10月１日から段階的に施行 )
＞＞たばこ税の見直し等に伴う規定整備
（１）たばこの税率の引き上げ
　たばこ税率を平成 30 年 10 月 1 日から３段階で引き上げられます。

（税率：1,000 本当たり）

町たばこ税 現行 平成 30 年
10 月１日から

平成 32 年
10 月 1 日から

平成 33 年
10 月 1 日から

5,262 円 5,692 円 6,122 円 6,552 円

（２）加熱式たばこの課税方式の見直し
　『加熱式たばこ』の課税区分を新設し、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方式とし、
平成 30 年 10 月１日から５年間かけて段階的に移行。なお、経過期間中の課税標準は、新たな方式によ
る紙巻たばこへの換算を 5 分の 1 ずつ増やしていくこととされています。
（３）たばこ税に関する経過措置の延長
　平成 27 年度に改正した紙巻たばこ３級品の特例税率の廃止に伴う経過措置について、平成 31 年４月
１日に行うこととされていた税率の引き上げを平成 31 年 10 月１日に延期しました。

固定資産税　（平成 30年４月１日施行）
生産性向上設備に係る特例措置
　地域決定型地方税制特例措置として、生産性向上特別措置法に基づく設備投資等に係る償却資産につ
いては固定資産税が０（ゼロ）になります。（3 年間の時限的な特例措置）
　なお、その他の項目について国の参酌すべき基準に合わせ特例率等の改正を行いました。

幌 延 町 税 条 例 の 一 部 改 正 の お 知 ら せ
　地方税法などの改正に伴い、幌延町税条例の一部を改正しましたので、主な内容をお知らせします。

お問い合わせ先：住民生活課 税務保険グループ　電話：5-1115　告知端末機：5-8812
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幌延町国民健康保険の運営状況について
　国民健康保険は、職場の健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など）に加入されてい
る方や 75 歳以上の方、生活保護を受けている方を除く全ての方が加入する保険で、万が一の病気や
ケガなどに備えて加入者の方に保険税をご負担いただく相互扶助の制度です。
　国民健康保険制度の財政は、被保険者の医療給付などにかかる費用を、国・北海道から交付され
る補助金や交付金と、被保険者の方が納めた保険税により運営することとなっています。

（１）加入者の状況
　国民健康保険加入状況は、平成 30 年４月末日現在で世帯数が 356 世帯、被保険者数が 619 人となって
おり、町民の約４分の１の方が国民健康保険に加入しています。（表１参照）
　　表１　幌延町国民健康保険加入率（平成 30年４月末日現在）

幌延町 国民健康保険加入 加入率
1,262 世帯 356 世帯 28.2%
2,369 人　 619 人　 26.1%

（２）保険給付の状況
　平成 28 年度決算の１人当たり総医療費は､ 237,231 円、全道平均１人当たり総医療費は、385,758 円で、
全道平均より下回っています。（表２参照）
　　表２　１人当たり総医療費と平均被保険者数の推移　　　　　　　　　【北海道国保連公表資料】

年度 幌延町 全道平均 全道ランキング 平均被保険者数
平成 25 年度 281,522 円 364,012 円 147 ／ 157 683 人
平成 26 年度 310,876 円 369,929 円 134 ／ 157 653 人
平成 27 年度 290,629 円 380,446 円 150 ／ 157 629 人
平成 28 年度 237,231 円 385,758 円 157 ／ 157 608 人
平成 29 年度 205,231 円 － 円 －　／　－ 595 人

　　※１人当たり総医療費とは、自己負担額を含めた総医療費を被保険者数で割った額。

（３）国民健康保険税の状況
　平成 28 年度決算の１人当たり保険税調定額は、127,577 円、全道平均１人当たり保険税調定額は、
95,028 円で、全道平均より上回っています。
　　表３　１人当たり保険税調定額と１人当たり平均所得に対する保険税負担率の推移 【北海道国保連公表資料】

年度 保険税調定額 保険税調定額
全道ランキング幌延町 全道平均

平成 25 年度 113,073 円 93,670 円 43 ／ 157
平成 26 年度 119,340 円 93,167 円 33 ／ 157
平成 27 年度 123,734 円 92,244 円 30 ／ 157
平成 28 年度 127,577 円 95,028 円 31 ／ 157
平成 29 年度 139,469 円     － 円 ―　／ ―

　　 ※１人当たり保険税調定額とは、保険税現年度調定額を平均被保険者数で割った額。
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（４）平成 30 年度幌延町国民健康保険特別会計当初予算の状況
　平成 30 年度からは、市町村が賦課・徴収した保険税は都道府県へ国保事業費納付金として納めること
になります。代わりに、国保加入者の医療費については、全額都道府県からの交付金によって賄われます。

国民健康保険税の税率等の改正について（平成30年４月から適用）
○賦課方式の変更について
　北海道から示される標準保険税率の賦課方式が、資産割を除いた３方式であること、また、資産割を
賦課方式に含めると、収益性のない居住用資産への賦課に対する負担が大きいことや、固定資産税との
二重課税感を持たれることなどから、本町の賦課方式を「所得割・資産割・均等割・平等割」の４方式
から「所得割・均等割・平等割」の３方式へ改正しました。平成 30 年度賦課分の国民健康保険税から、
改正後の税率により算定されます。
　＜保険税率などの比較表＞

区分 所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

賦　課
限度額

法　定
限度額

医 療 給 付 費 分 改正前 5.80 39.30 26,000 28,000 54 万円 58 万円改正後 4.60 － 24,000 20,000 58 万円
後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分

改正前 1.80 9.50 6,000 6,000 19 万円 19 万円改正後 2.40 － 8,000 6,000

介 護 納 付 金 分 改正前 1.00 6.90 7,000 6,000 16 万円 16 万円改正後 1.30 － 9,000 7,000

合 　 　 計 改正前 8.60 55.70 39,000 40,000 89 万円 93 万円改正後 8.30 － 41,000 33,000 93 万円

※所得割とは、総所得金額から 33 万円を控除（基礎控除）した額に率を乗じて得た額、資産割とは、固
定資産税額（償却資産分除く）に率を乗じて得た額、均等割とは、加入世帯の人数に応じて課される額、
平等割とは、加入する 1 世帯当たりに課される額です。保険税額はこれらを合算して算出しますが、そ
の合算額が賦課限度額を超える場合には、賦課限度額になります。
　＜軽減判定基準の比較＞

軽減区分 改正前 改正後
７割軽減 世帯の所得が 33 万円
５割軽減 33 万円 +(27 万円×世帯の被保険者数 ) 33万円+(27万5千円×世帯の被保険者数)
２割軽減 33 万円 +(49 万円×世帯の被保険者数 ) 33 万円 +(50 万円×世帯の被保険者数 )

保険給付費
128,404 千円　52.1%

総務費
8,865 千円　3.6%

国民健康保険事業費納付金
98,029 千円　39.8%

共同事業拠出金
1 千円　0.0%
財政安定化基金拠出金
1 千円　0.0%

諸支出金
3,514 千円　1.4%

基金積立金　10 千円　0.0%
予備費 1,000 千円　0.4%

国民健康保険税
80,445 千円　32.6%

道支出金
138,697 千円　56.3%

繰入金
23,721 千円 9.6%

繰越金
3,414 千円　1.4%

諸収入
115 千円　0.1%

歳出総額
246,393
千円

歳入総額
246,393
千円

財政収入
1 千円 0.0%

保健事業費
6,569 千円　2.7%

お問い合わせ先：住民生活課 税務保険グループ　電話：5－1115　告知端末機：5－8812
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■保険証が新しくなります
　現在ご使用の保険証の有効期限は平成30年７月31日です。
　※８月以降は使用できません。
　７月中旬から、役場住民生活課 税務保険グループおよび問寒別出張所で、新
しい保険証の更新手続きを行います。

　※更新手続きには、印鑑と現在お持ちの保険証が必要です。
○新しい保険証の有効期限は、平成31年７月31日までです。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、
　役場住民生活課 税務保険グループまでお申し出ください。

　　　　　　　　　　
新しい保険証は桃色です

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります
　　現在ご使用の減額認定証の有効期限は平成30年７月31日です。
　※８月以降は使用できません。有効期間は保険証と同じく１年間です。
　引き続き交付対象に該当する方は、保険証とともに減額認定証を交付します
ので、８月１日以降は交付された水色の減額認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、役場
住民生活課 税務保険グループへ申請してください。
減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
区 分 Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区 分 Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれ
かに該当する方
○世帯全員の所得が０円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が８0万円以下の方）
○老齢福祉年金を受給されている方

　　　　　　　　　　
新しい減額認定証は水色です

■医療費通知を全受診者へ送付しています
　広域連合では被保険者の皆さまの医療費総額などについてお知らせする
「医療費通知」を、医療機関等を受診した全ての被保険者の皆さまへ送付します。発送月は、９月下旬（１月
～６月受診分）と３月上旬（７月～ 12月受診分）の年２回です。

　　【イメージ図】

♦医療費通知の活用について
○医療費の推移が一目で分かるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆さまの健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

後期高齢者医療制度のお知らせ
〜保険証（被保険者証）の一斉更新について〜

■お問い合わせ先
　北海道後期高齢者医療広域連合
　〒060-0062
　札幌市中央区南２条西1４丁目国保会館６階　電話：011-290-5601

　役場住民生活課
　　　税務保険グループ
　電　　　話：5－1115
　告知端末機：5－8812

※この通知は皆さまの受診状況についてお
知らせするもので請求書ではありません。

※この通知は医療費控除の申告手続きで医
療費の明細書として使用することができ
ます。医療費控除の申告に関することは、
税務署にお問い合わせください。
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お問い合わせ先：保健福祉課 戸籍福祉グループ　電話：5－1115　告知端末機：5－8813

　幌延町では、マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書が搭載されているもの）を利用して、全国
のコンビニエンスストアで各種証明書を取得することができる、コンビニ交付サービスを実施しています。
役場の窓口にお越しいただかなくても証明書を取得できる便利なサービスですので、マイナンバーカード
を取得の上、ぜひご利用ください。

【ご利用方法】
　マイナンバーカードをお持ちの上、コンビニに設置されてい
るキオスク端末（マルチコピー機）で４ケタの暗証番号を入力
することで取得することができます。料金は証明書を取得した
コンビニで直接お支払いいただくこととなります。

【利用できる店舗】
　全国のセイコーマート、セブンイレブン、ローソンなどマル
チコピー機を設置している店舗。

【証明書交付可能時間】
　コンビニ営業日の午前６時 30 分から午後 11 時まで（12 月
29 日から１月3日の間は発行できません。

※除籍および改製原戸籍についてはコンビニでは交付できません。
※印鑑証明書を役場窓口で交付する際には印鑑登録証が必要ですが、コンビニ交付の際は不要です。
※本籍が幌延町以外にある方が戸籍の証明書を取得しようとするときは、本籍地の市区町村がコンビニ交

付サービスに対応している必要がありますので、ご注意ください。

◎マイナンバーカードは以下のとおり活用できます。今後、さらに活用方法が増えていきます。
○免許証やパスポートと同様に、公的な本人確認書類となります。
○転入の際に転出証明書の提出が不要になります。
○税の電子申告が可能です。自宅のパソコンで申告手続きができます。ただし、署名用電子証明
書暗証番号（6ケタ以上 16 ケタ以下）とマイナンバーカードに対応したカードリーダーが必
要となります。

◇マイナンバーカードの申請方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。

マイナンバーカードで全国のコンビニから各種証明書が取得できます

【交付可能証明書および料金】
本籍が幌延町にある方

戸籍全部事項証明書
（いわゆる戸籍謄本） 450 円戸籍個人事項証明書
（いわゆる戸籍抄本）
戸籍の附票 300 円

住所が幌延町にある方
世帯全員の住民票

300 円個人の住民票
印鑑証明書

　明治 32 年（1899 年）、幌延町に開拓の鍬がおろされてから今年で 120 年目を迎えます。町では、この記
念すべき年に、平成元年より試験栽培を始め、今では観光資源としてトナカイ観光牧場の花壇で植栽を進
めている幻の花『青いケシ』の苗を、町民と元町民の方を対象に、希望者へ無料で配布します。
　苗の配布を希望される方は、下記をご確認の上お越しください。また、元町民の方を対象に苗の配送を
承っています。配送を希望される方はお申し込みください※。

【配布対象者】
　幌延町民の方、元町民の方

【配布日時】
　平成 30 年７月８日（日）午前８時から正午まで

【配布本数】
　町　民…１世帯当たり3本までの配布
　元町民…１世帯当たり１本の配布

【受渡し場所】
　幌延町役場 ( 町民ホール )、問寒別生涯学習センター
　（受渡し場所にお越しの際に、受付表にお名前とご住所を記入していただきます。）

※配送のお申し込みについては、７月2日から７月 13 日までの期間受け付けます。
　配送料は本人負担となりますので、あらかじめご了承ください。申込方法等の詳細については、下記ま

でお問い合わせください。
お問い合わせ先：産業振興課 企画振興グループ　電話：5－1113　告知端末機：5－881４

開基１２０年記念事業
「青いケシの苗配布」のお知らせ

【配布する青いケシの苗 ( 平成 31 年開花予定 )】
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　先月は頭痛について書きました。そろそろネタも尽きたので今回は腹痛です。
次回は何痛にしようかな？
　腹痛に限らず痛みが生じるのは、何らかの神経刺激が脳にもたらされた結果
です。その伝達路にはさまざまな神経が関与します。その神経の違いによって腹痛は体性痛と内
臓痛とに区別されます。体性痛は、鋭く差し込むような痛みで、痛みの部位が明確です。内臓痛
は漠然とした鈍痛が特徴で、部位も大まかで悪心等を伴うこともあります。この二種の痛みが組
み合わさって腹痛は出現するので、発症時刻や誘因の有無など丁寧な問診がまず大事になります。
　特に消化器系の疾患が原因となることが多いので、何時に何を食べたかをお伺いします。もち
ろん採血検査や超音波検査・CT等の画像診断も重要ですが、腹痛は問診と腹部の理学的所見（触
診や聴診）である程度原因疾患を絞り込むことができます。胃腸や肝・胆・膵臓疾患による腹痛
は緊急性を要しないものが多いのですが、他の部位の疼痛と同様に血管病変による腹痛（大動脈
解離・腸間膜動脈閉塞症など）は生命に関わる可能性が高いです。
　食事と関係せずに突然の強い痛みを感じたときには、躊躇せずに受診してください。女性の場
合は婦人科疾患も腹痛を引き起こします。特に妊娠に伴う腹痛は急を要する場合がありますので、
そんな覚えがなくても？妊娠の有無を確認させていただくことがあります。その他にも泌尿器系
や神経性のものなど腹痛をきたす疾患はさまざまです。諸検査では特に異常を認めないのに腹痛
や腹満感・便通異常などが続く、機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群などの新しい概念もあ
ります。「飲みすぎや食べすぎでお腹が痛くなった」との自己判断に頼りすぎないでくださいね。

診療所だより 診療所長：田川 豊秋

腹　　　痛

平成30年８月１日から『子ども医療費受給者資格証』が北海道全域で使えるようになります！
子ども医療費助成制度改正のお知らせ

お問い合わせ先：住民生活課 税務保険グループ　電話：5-1115　告知端末機：5-8812

　これまでは、「子ども医療費受給者資格証」は町内医療機関（幌延町立診療所・トナカイ調剤薬
局・幌延町立歯科診療所）に限りお使いいただけましたが、平成30年８月１日から、道内全ての医
療機関で使用可能になります。また、現在皆さまがお持ちの「子ども医療費受給者資格証」の有効
期限は平成30年７月31日となっています。新しい受給者証については、７月中旬に交付を予定して
います。

平成30年７月31日まで 平成30年８月１日から
使える地域 幌延町内のみ 北海道全域
補助割合 10割（保険適用分のみ） 変更なし

※従来の町外診療分医療費の役場窓口への申請による現金払いについて、８月以降も７月診療以前
の領収書をお持ちいただき申請することで受給することができます。なお、申請することができ
る期限は領収日から2年間ですので、ご注意ください。

　５月16日に、町立診療所の看護師等が、北海道
警察天塩警察署の職員による「振り込め詐欺対策
講習会」を受講しました。日々変化している振り
込め詐欺について、どのような手口で電話がかか
ってくるのかを実演で体験したり、凶器を持った
不審者に対しての対処法等を学んだりしました。
　今後、振り込め詐欺被害に遭わないための啓発
活動として、看護師等が外来受診時等にお話しす
ることがありますので、不安なことがあればお気
軽にお声かけください。

看護師等が振り込め詐欺対策講習会を受講しました
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お問い合わせ先：稚内市社会福祉協議会 自立生活支援センター　 （担当：小濱美和）　　　 電話：0162-24-0707

　稚内市社会福祉協議会　自立生活支援センターでは、宗谷圏域において生活困窮者への相談支援
事業を実施しており、このたび幌延町においては次のとおり出前相談会を実施することとしました。

相　談　会　場 相談会実施日時
幌延町生涯学習センター研修室１ 平成30年７月30日（月）

午後１時～午後3時平成30年10月23日（火）
問寒別生涯学習センター研修室１ 平成30年８月24日（金）

　日頃の生活の中での不安や悩み、困りごとを一緒に考え、問題解決へのお手伝いをさせていただ
きます。

・現在の収入が少ないまたは全くない状況で生活に不安を抱えている方
・仕事を探しているが、なかなか見つからない方
・借金や公共料金、税金の滞納等があり、家計のやりくりが難しい方　等々

相談例

　相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽においでください。
（当日の状況により、お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。）

お問い合わせ先：総務財政課 総務グループ 電話：5－1111 告知端末機：5－8811

防災情報 －災害から身を守るために－【川の水位と避難情報】

　これらの基準によらず、気象や水位の情報を総合的に判断して避難勧告等を発令する場合があります
ので、役場等からの情報に十分ご注意をお願いします。

　幌延町では、「幌延町防災ハザードマップ」を作成し、町広報誌平成
29年11月号と一緒に配布しています。
　配布以降に幌延町に転入された方など、ハザードマップの配布をご希
望の方は、役場総務財政課 総務グループまでお問い合わせください。

川の水位情報は、以下のホームページ【国土交通省 川の防災情報】から入手できます。
　●パソコン版：http://www.river.go.jp/
　●スマートフォン版：http://www.river.go.jp/s

　幌延町では、大雨などによる河川の増水の際、天塩川および問寒別川に設置された水位観測計の水
位などの情報から、避難情報発令の判断をします。
　水位は危険度に応じて５つのレベルに分けられ、レベルが上がるほど危険度が高まっていることを
表します。
　避難情報が発令された場合は速やかに行動しましょう。
レベル 水　　位 発令可能性のある避難情報 とるべき行動
５ 氾

は ん ら ん
濫 発 生 避難指示（緊急）

避難勧告
【避難指示（緊急）】
【避難勧告】
　速やかに避難所へ避難してください。
　外出することでかえって命に危険が及ぶよ
うな状況では、近くの安全な場所や自宅内の
より安全な場所へ避難してください。
【避難準備・高齢者等避難開始】
　避難に時間を要する人とその支援者は避難
を開始し、その他の人は避難の準備をしてく
ださい。
　避難の際は河川のそばやがけの近くなど、
危険な場所は通らないでください。

４ 氾
はんらん
濫危険水位 避難指示（緊急）

避難勧告

３ 避難判断水位
避難指示（緊急）

避難勧告
避難準備・高齢者等避難開始

２ 氾
はんらん
濫注意水位 避難準備・高齢者等避難開始

１ 水防団待機水位 テレビ、ラジオなどの最新の気象・洪水情報
に注意し、警戒を強めてください。

生活での不安や悩み、困りごと出前相談会のお知らせ
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木
日入牧入牧

　平成30年度の町営草地への預託牛の入牧
が行われました。

　町内の酪農家から預託された637頭の若牛たち
が広い牧場に放され、約半年間育てられます。

5月24春のクリーン作戦春のクリーン作戦
　例年、各団体の協力により行われているク
リーン作戦が５月８日に問寒別地区で、５月

24日に幌延地区で行われました。町道や道道のご
みを拾い、きれいなまちづくりにご協力いただき
ました。

幌延深地層研究計画　平成30年度調査研究計画説明会幌延深地層研究計画　平成30年度調査研究計画説明会
　４月19日に役場大会議室で行われた説明会では、日本原
子力研究開発機構幌延深地層研究センター山口所長から野々

村町長へ平成30年度の調査研究計画書が手渡された後、研究計
画の内容について町議員や町幹部職員等が説明を受けました。
　５月23日には国際交流施設で住民向けに説明会が行われ、地層科学研究や
環境モニタリング、開かれた研究などの報告がされ、その後質疑応答が行わ
れました。

幌延町消防団
問寒別分団春季消防演習・
問寒別分遣所庁舎落成式
幌延町消防団幌延分団春季消防演習・
救助訓練

幌延町消防団
問寒別分団春季消防演習・
問寒別分遣所庁舎落成式
幌延町消防団幌延分団春季消防演習・
救助訓練
　５月20日に、幌延町消防団問寒別分団の春
季消防演習と問寒別分遣所の庁舎落成式が開

催されました。消防演習では分遣所で屋外式が行
われたほか、問寒別分団による小型ポンプ操法な
どが披露され、幌延消防支署職員による庁舎見学
や、問寒別小中学校を火点とした模擬消火作業も
行われました。演習後の落成式では、問寒別地区
の消防の歩みを振り返り、庁舎の完成を祝って祝
賀会が盛大に開かれました。
　５月22日には、幌延町消防団幌延分団の春季消防演習と幌延消
防支署職員の救助訓練が開催されました。総合体育館での火災を想
定し、人形を用いた人命救助や体育館駐車場における模擬消火作業
が行われました。

木
日

４月19

　開基120年記念事業として幌延町大還暦写真展
を、５月30日から６月７日まで役場ロビーで、６

月15日から６月27日までは問寒別生涯学習センターで
開催しました。訪れた人たちは、懐かしい時代の写真
や刊行物、鳥瞰図などを眺め、開拓期から今日までの
町の歴史と発展を振り返っていました。

道道豊富
遠別線花壇整備
道道豊富
遠別線花壇整備

　道道豊富遠別線の花壇の整備を、第
７町内会、第９町内会、第10町内会、

さくら町内会の皆さんと役場職員有志で行
いました。集まった人たちは、声をかけ合
いながら土の掘り起こしや花植えなどの作
業をテキパキとこなし、今年も歩道が明る
い花でいっぱいになりました。

水
日

5月30月
日

5月28

【開基120年記念事業】【開基120年記念事業】

幌延町大還暦写真展～120年の歩み～幌延町大還暦写真展～120年の歩み～

木
日

６月～ ７水
日

５月３０

５月 火
日8

日
日

5月20
火
日

5月22

水
日

5月23

6月 土
日2

幌延小学校
大運動会
幌延小学校
大運動会

6月 土
日９ 問寒別小中学校

大運動会
問寒別小中学校
大運動会

幌延中学校
体育大会
幌延中学校
体育大会

日
日

５月27
日
日

５月27

Exciting
～熱く、笑顔で～

一人一人が主人公～全員がかがやく運動会にしよう～
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木
日入牧入牧

　平成30年度の町営草地への預託牛の入牧
が行われました。

　町内の酪農家から預託された637頭の若牛たち
が広い牧場に放され、約半年間育てられます。

5月24春のクリーン作戦春のクリーン作戦
　例年、各団体の協力により行われているク
リーン作戦が５月８日に問寒別地区で、５月

24日に幌延地区で行われました。町道や道道のご
みを拾い、きれいなまちづくりにご協力いただき
ました。

幌延深地層研究計画　平成30年度調査研究計画説明会幌延深地層研究計画　平成30年度調査研究計画説明会
　４月19日に役場大会議室で行われた説明会では、日本原
子力研究開発機構幌延深地層研究センター山口所長から野々

村町長へ平成30年度の調査研究計画書が手渡された後、研究計
画の内容について町議員や町幹部職員等が説明を受けました。
　５月23日には国際交流施設で住民向けに説明会が行われ、地層科学研究や
環境モニタリング、開かれた研究などの報告がされ、その後質疑応答が行わ
れました。

幌延町消防団
問寒別分団春季消防演習・
問寒別分遣所庁舎落成式
幌延町消防団幌延分団春季消防演習・
救助訓練

幌延町消防団
問寒別分団春季消防演習・
問寒別分遣所庁舎落成式
幌延町消防団幌延分団春季消防演習・
救助訓練
　５月20日に、幌延町消防団問寒別分団の春
季消防演習と問寒別分遣所の庁舎落成式が開

催されました。消防演習では分遣所で屋外式が行
われたほか、問寒別分団による小型ポンプ操法な
どが披露され、幌延消防支署職員による庁舎見学
や、問寒別小中学校を火点とした模擬消火作業も
行われました。演習後の落成式では、問寒別地区
の消防の歩みを振り返り、庁舎の完成を祝って祝
賀会が盛大に開かれました。
　５月22日には、幌延町消防団幌延分団の春季消防演習と幌延消
防支署職員の救助訓練が開催されました。総合体育館での火災を想
定し、人形を用いた人命救助や体育館駐車場における模擬消火作業
が行われました。

木
日

４月19

　開基120年記念事業として幌延町大還暦写真展
を、５月30日から６月７日まで役場ロビーで、６

月15日から６月27日までは問寒別生涯学習センターで
開催しました。訪れた人たちは、懐かしい時代の写真
や刊行物、鳥瞰図などを眺め、開拓期から今日までの
町の歴史と発展を振り返っていました。

道道豊富
遠別線花壇整備
道道豊富
遠別線花壇整備

　道道豊富遠別線の花壇の整備を、第
７町内会、第９町内会、第10町内会、

さくら町内会の皆さんと役場職員有志で行
いました。集まった人たちは、声をかけ合
いながら土の掘り起こしや花植えなどの作
業をテキパキとこなし、今年も歩道が明る
い花でいっぱいになりました。

水
日

5月30月
日

5月28

【開基120年記念事業】【開基120年記念事業】

幌延町大還暦写真展～120年の歩み～幌延町大還暦写真展～120年の歩み～
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違反運転者講習（2時間）
　７月３日（火）15時から
　天塩町社会福祉会館
初回更新者講習（2時間）
　７月３日（火）10時から
　天塩町社会福祉会館
一般運転者講習（１時間）
　７月３日（火）13時45分から
　天塩町社会福祉会館
優良運転者講習（30分）
　７月３日（火）13時から
　天塩町社会福祉会館

運転免許更新時
講習のお知らせ

　これから気温が上がり、
食中毒が発生しやすい季節を
迎えます。大切な家族を守る
ためにも、 以下の点に注意
して食中毒を予防しましょう。
⑴食事、 調理の前には、 手

指をせっけんで洗いましょ
う。また、 子どもには給
食を食べる前に手指を洗う
ように教えましょう。

⑵包丁、 まな板、 布巾など
は流水でよく洗い、 塩素
剤等で消毒しましょう。

⑶調理するときは十分に加熱
し、 調理後はできるだけ
早く食べましょう。また、
調理後に食品を保存すると
きは、 できるだけ早く冷
蔵庫に入れましょう。

⑷井戸水、 受水槽を使用し
ている場合には衛生管理に
留意し、 なるべく加熱し
てから飲むようにしましょ
う。

⑸汚染された食品から他の食
品への汚染を防ぐため、
包丁・まな板は肉・魚・野
菜で分け、 それぞれラッ
プで密封して冷蔵庫に保存
しましょう。

⑹嘔吐、 下痢等の症状があ
る場合には、 直ちにかか
りつけの病院を受診してく
ださい。

食中毒予防対策について

　本運動推進に向けた内閣総理大臣のメッセー
ジをご紹介します。

第６８回“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える地域のチカラ～
の推進に当たってのお願い

　“社会を明るくする運動”は、 全ての国民が、
犯罪や非行の防止と、 あやまちを犯した人の
立ち直りについて理解を深め、 それぞれの立
場において力を合わせ、 犯罪や非行のない安
全で安心な地域社会を築くための全国的な運動
です。
　安全で安心な国づくりのためには、 犯罪や
非行からの立ち直りに取り組む人たちを再び地
域に受け入れ、 地域の中で適切な「仕事」や
「居場所」を確保するなどにより、 責任ある
社会の一員となるよう支えが、 誰もがやり直
すチャンスあふれる社会を構築することが重要
です。
　昨年1２月には、 再犯の防止等の推進に関す
る法律に基づき、 政府として初となる「再犯
防止推進計画」を策定しました。「推進計画元
年」となる本年は、 この計画を着実に実施す
るため、 国、 地方公共団体、 民間が一体と
なって、 犯罪や非行をした人の立ち直りに向
けた取組みを一層強力に推し進めることが重要
です。
　国民の皆様には、 “社会を明るくする運動”
と再犯の防止に向けた取組の社会的意義を御理
解いただき、 犯罪のない幸福な社会づくりに
取り組む決意のしるしである「幸福(しあわせ)
の黄色い羽根」のもと、 様々な分野から、 多
くの方々に御参加いただきますよう御協力をお
願いします。

７月は“社会を明るくする運動”
の強調月間です

自衛官等採用試験のご案内
　平成31年３・４月採用の自衛官等の採用試験を行います。

種目（受験年齢） 採用種目の概要 試験日 受付

自衛官候補生
（男子・女子）

［18歳～ 27歳未満］

　陸は2年、海・空は3年（自衛官候補生の3カ月
間含む）の任期制隊員コース。入隊して3カ月間は
自衛官候補生として経験を積み、その後2等陸・海
・空士に任命されます。任期終了後は民間企業へ就
職したり、継続任用も可能です。選抜試験に合格す
れば曹へ進むこともできます。

受 付 時 に お 知
らせします。

年間を通じて
行っています。

一般曹候補生
（男子・女子）

［18歳～ 27歳未満］

　部隊の中核である曹を養成するコース。陸・海・空
の各部隊で経験を積み、入隊後、2年９カ月以降、
選考により曹へと昇任します。
　月額：167,700円
　賞与：年2回（６月、12月）

１次試験
平成30年

９月21日～
９月23日

（うち１日）

平成30年
７月１日～
９月７日

航空学生
（男子・女子）

海：18歳～ 23歳未満
空：18歳～ 21歳未満

　航空自衛隊のパイロット・海上自衛隊のパイロット
および戦術航空士を目指す幹部自衛官養成コース。
高校卒業後、最も早く機長として活躍できます。
　月額：167,700円
　賞与：年2回（６月、12月）

１次試験
平成30年
９月17日

平成30年
７月１日～
９月７日

その他採用試験種目
防衛大学校学生（推薦、総合選抜、一般）
防衛医科大学校学生
防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生）
陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦、一般）他

お問い合わせ先：自衛隊稚内地域事務所 （稚内市大黒4丁目6-34 バス通り沿い）　　　 電話：0162-23-2721
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　温かくなり過ごしやすくなってきましたが、お元気にされていますか。
元地域おこし協力隊の若月です。
　平成28年2月から幌延町地域おこし協力隊として観光振興の分野で活動してきましたが、今年の５月31
日付けで協力隊を卒業することとなりました。2年４カ月という短い間でしたが、活動、プライベート共
に地域の皆さんには大変お世話になりました。本当にありがとうございます。
　６月からは幌延町職員となりましたので、引き続き地域の皆さんと携わっていきたいと思います。立場
は少し変わりましたが、町のために引き続き尽力していきたいと思います。

　地域おこし協力隊として最後のイベントになりました、テシオコザクラ観察会のお話をさせていただき
ます。

　５月27日に開催したテシオコザクラ観察会は、天候にも恵まれ皆
さんハイキング気分でテシオコザクラ群生地に向けて出発しました。
道中に川を渡る箇所がありましたが、みんなで手を取り合い無事テ
シオコザクラ群生地に到着することができました。
　昨年のテシオコザクラ観察会は見頃が過ぎていましたが、今年は
満開のテシオコザクラが皆さんを出迎えてくれました。30分程皆さ
んに観察をしてもらい、イベントは終了となりましたが、皆さん満
足していただいたと聞いております。今回のイベントでは、北海道
大学天塩研究林さんにもご協力をいただき、事故もなくイベントを
終了することができました。本当にありがとうございました。

地域おこし協力隊通信 vol.31

▼町ホームページ：協力隊コーナー「Base	Town」／▼協力隊Facebook(URL：https://www.facebook.com/horo.okoshitai/)

大雨・洪水から命を守るために
　大雨により毎年全国各地で大きな被害が発生しており、宗谷地方で
も一昨年夏の台風や秋の低気圧による大雨で土砂災害・浸水害が起こ
りました。
　大雨の災害には、雨が地中に浸み込んで発生する土砂災害、雨が地
表面の低い所にたまり発生する浸水害、雨が川に集まり増水すること
で発生する洪水害があります。これらの災害は、地盤の崩れやすさ、
下水道や堤防の整備状況などにより、発生のしやすさが地域ごとに違
います。
　気象庁では、昨年７月から「危険度分布」の提供を気象庁ホームペ
ージで開始しました。「危険度分布」は、大雨警報や洪水警報が発表
されるような重大な災害が発生する恐れがある状況で、どこで土砂災
害や浸水害、洪水害の危険度が高まっているかを知るための情報です。
災害発生の危険性が認められる場所にお住まいの方は、危険度が高ま
ったら、命を守るた
めに早めの避難を心
掛けてください。また、
市町村の避難等の呼
び掛けにもご注意く
ださい。

お問い合わせ先：稚内地方気象台　電話：0162-23-2679
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【図】大雨警報・洪水警報の危険度分布

稚内地方気象台 施設見学のご案内
【日　時】　　平成 30 年７月 28 日（土）午前 10 時から午後3時まで
【場　所】　　稚内地方気象台（稚内市開運2丁目2－１ 稚内港湾合同庁舎）
【内　容】　　気象台の施設見学「わっかないお天気ひろば2０１８」
　　　　　　地震や津波、気象に関する実験およびパネルや観測機器の展示。
　　　　　　気象庁マスコットキャラクター「はれるん」も来ます。
【その他】　　事前の申し込みは不要で、入場は無料です。

お問い合わせ先：総務財政課 総務グループ 電話：5－1111 告知端末機：5－8811
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お問い合わせ先：稚内年金事務所　電話：0162-32-19４1
　　　　　　　　役場保健福祉課 戸籍福祉グループ　電話：5－1115（内線166）　告知端末機：5－8813

国民年金保険料の未納を防ぐために免除・納付猶予制度の申請を
　国民年金の保険料は毎月納付していただく必要がありますが、失業や収入の減少などにより保険料
の納付が難しくなることもあります。このような際に保険料を未納のままにしておくと、将来の「老
齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を
受け取ることができない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、本人からの申請により保険料
の納付が「免除」または「猶予」となる制度がありますので、ぜひご利用ください。
○保険料免除制度とは・・・
　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一
定額以下の場合、保険料が全額免除または一部免
除となります。
　なお、一部免除は減額された保険料を納めない
と未納期間となりますので必ず納めてください。

○納付猶予制度とは・・・
　50歳未満の方（※）で本人・配偶者それぞれの
前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶
予されます。
　※平成２8年６月以前は30歳未満であった期間が

対象となります。

ねんきん 通信

○免除を受けるための「所得」の目安� 【単位：万円】
免除等の種類

世帯構成
全額免除
納付猶予

一部免除
４分の3免除 半額免除 ４分の１免除

４人世帯
（夫婦、子ども2人の場合）

162
（257）

230
（354）

282
（420）

335
（486）

2人世帯
（夫婦のみの場合）

92
（157）

142
（229）

195
（304）

247
（376）

単身世帯 57
（122）

93
（158）

141
（227）

189
（296）

　※表は標準的なモデルをもとに計算しています。　　　　　　　　　　　（　）内は収入額
　※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますので、ご了承ください。
○申請できる期間は？
　平成30年度の申請は平成30年７月１日から開始され、平成30年７月から平成31年６月までの期間を
対象として審査を行います。
また、２年１カ月前までさかのぼっての申請が可能です。
○申請方法は？
　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を役場保健福祉課の国民年金担当窓口または年金事務所に
提出してください。（郵送による手続きも可能です）
　※退職（失業）した人が申請を行う場合は、退職（失業）したことを確認できる書類（雇用保険受
給者証や雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し）を添付していただ
くことにより、特例による審査を受けることができます。
○免除された保険料は、あとから納めることができます。
　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は保険料を全額納付したときに比べ、将来受け
取る年金額が少なくなってしまいます。これを補うために10年以内であれば、あとから保険料を納め
ることで、従来どおりの額の年金を受け取ることができるようになります。（この制度を「追納制度」
といいます。）
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社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
（
香
典
返
し
の
一
部
）

高
田　
　
聡
さ
ん（
父
）宮
園
町

岡
田
美
智
子
さ
ん（
夫
）２
条
南
１

小
西
出
克
子
さ
ん（
夫
）開　
進

加
藤　
清
美
さ
ん（
夫
）元　
町

　

☆
お
誕
生
お
め
で
と
う

寺
島
杏き

ょ
う
い
ち
ろ
う

一
郎
く
ん（
父 

真
人
）問
寒
別

☆
ご
結
婚
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

西
村　
亮
人
さ
ん　
　
幌　
延

佐
藤　
美
里
さ
ん

★
お
悔
み
申
し
上
げ
ま
す

高
田　
富
雄
さ　

　
ん（
72
歳
）１
条
北
２

坂
本　
都
子
さ　

　
ん（
69
歳
）幌　
延

岡
田　
治
巳
さ　

　
ん（
87
歳
）２
条
南
１

小
西
出
與
悦
さ　

　
ん（
78
歳
）１
条
北
２

加
藤　
　
亨
さ　

　
ん（
82
歳
）元　
町

齋
藤　
政
子
さ　

　
ん（
102
歳
）１
条
北
２

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　  

ご
ざ
い
ま
す

戸
　
籍
　
の
　
窓

町民くらしのカレンダー ７月（Jul）
注：保セ=保健センター　　　　　　子セ=子育て支援センター
　　問セ=問寒別生涯学習センター　問保=問寒別へき地保育所
　　老福セ=老人福祉センター　　　国際=国際交流施設
　　総体=総合体育館　　　　　　　町プ=町民プール
　　　心　=金田心象書道美術館　　　生セ=幌延町生涯学習センター

１
日

17
火

親子リズム体操遊び 10:30 ～ 11:30（こども園）

２
月

つぼみひろば 10:30 ～ 11:30（子セ） 18
水

めばえ・わかばひろば 10:30 ～ 11:30（子セ）
生きがい教室 13:30 ～ 15:10（予定）（国際）

３
火

めばえ・わかばひろば 10:30 ～ 11:30（子セ）
ますます健康教室 14:00 ～（保セ）

19
木

ピロリ菌・骨粗しょう症検診（予約制）（診療所）
もぐもぐスクール 10:00 ～（保セ）

４
水

すくすく健診 13:00 ～（保セ）
20
金

問寒別すきっぷくらぶ 10:00 ～ 11:00（問保）
にこにこ教室 ９:30 ～（保セ）
ふるさと自然体験チャレンジ教室「ナイトハイク」

18:２0 ～ ２1:00（問寒別天塩研究林）
５
木

ピロリ菌・骨粗しょう症検診（予約制）（診療所）
福寿会ふまねっと 14:00 ～（老福セ）

21
土

おもしろ科学館 ２018 in ほろのべ
９:30 ～ 16:00（総体）

６
金

５歳児健康相談 13:00 ～（保セ） 22
日

おもしろ科学館 ２018 in ほろのべ
９:30 ～ 16:00（総体）

７
土

こども園運動会 ９:30 ～（こども園） 23
月

８
日

24
火

リトミック講習会 10:00 ～ 11:30（こども園）
ふるさと動植物写真展（生セ・心）※8月５日まで

９
月

出張ひろば 10:00 ～ 11:00（問保） 25
水

男の料理教室 18:30 ～（保セ）
水泳教室（一般）18:30 ～２0:00（町プ）

10
火

つぼみひろば 10:30 ～ 11:30（子セ）
特定健診・がん検診（予約制）（保セ） 26

木
ピロリ菌・骨粗しょう症検診（予約制）（診療所）
水泳教室（低学年）/ 子ども運動教室　

13:30 ～ 15:00（町プ）

11
水

【心療内科・精神科診療日】
特定健診・がん検診（予約制）（保セ）
問寒別にこにこ教室 10:00 ～（問セ）
ノーカーデー

27
金

朝活事業 /人形劇団「えりっこ」公演
10:00 ～ 10:50（予定）（国際）

水泳教室（低学年）/ 子ども運動教室
13:30 ～ 15:00（町プ）

水泳教室（一般）18:30 ～２0:00（町プ）
12
木

ピロリ菌・骨粗しょう症検診（予約制）（診療所） 28
土

朝活事業 /ふるさと自然体験チャレンジ教室「カヌー体験」
９:00 ～ 1２:00（予定）（町内三日月湖）

13
金

【問寒別出張診療日】 29
日

14
土

30
月

【心療内科・精神科診療日】
朝活事業 / ふるさと動植物写真上映会

① 10:00 ～　② 19:00 ～（予定）（心）
水泳教室（低学年）/ 子ども運動教室

13：30 ～ 15：00（町プ）
水泳教室（一般）18：30 ～ ２0：00（町プ）

15
日

31
火

こども園すきっぷくらぶ 10:00 ～ 11:00（子セ）
２歳児健康相談 ９:45 ～（保セ）
水泳教室（低学年）/ 子ども運動教室

13：30 ～ 15：00（町プ）
朝活事業

16
月

海の日
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■
企
画
・
編
集
／
総
務
財
政
課
総
務
グ
ル
ー
プ
　■
印
刷
／
株
式
会
社
須
田
製
版

■
幌
延
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
／http://w

w
w

.tow
n.horonobe.hokkaido.jp

■
平
成
30
年
7
月
　
■
発
行
／
天
塩
郡
幌
延
町

（平成30年５月末日現在）

男
女
計

（＋１）
（－３）
（－２）

1,201
1,166
2,367

世帯数 （－３）1,259
※（　）内は前月比

　７月に入って間もない上幌延の沼（旧

天塩川）に、ヒナを背に乗せて子育て中

のアカエリカイツブリがいました。アカ

エリカイツブリの子育ても、夫婦が交代

で子守りと餌運びをします。子育ては孵

化後2カ月ほど続きます。その間ヒナは大

食漢なので、夫婦は餌の魚捕りに忙しい

毎日です。

　満腹になり、親の背で気持ちよさげに熟睡中のヒナたちは、孵化後10日ほどですが、あと何日かす

ると「おんぶ」はしてもらえなくなります。

開基120年記念特集
「北緯45度の大地に生きる動物たち」「北緯45度の大地に生きる動物たち」

No.4

「おんぶで子育て　　アカエリカイツブリ」

撮影・文：冨士元　寿 彦 氏

か
ん
　 

た 

　
人
見
知
り
の
し
な
い
、
誰

に
で
も
ニ
コ
ニ
コ
ち
ょ
っ
ぴ

り
太
め
な
愛
嬌
の
あ
る
子
で

す
♪
毎
日
、
笑
顔
に
癒
さ
れ

て
い
ま
す
。
す
く
す
く
元
気

に
、
た
く
ま
し
く
育
っ
て
ね
。

く
　
ん

能 

藤
　柑 

汰

(

平
成
29
年
10
月
３
日
生
・
１
条
北
１)

お
母
さ
ん
　
　
み
な
み
　
さ
ん

の
　
の
　
か

　
エ
ク
ボ
が
キ
ュ
ー
ト
な
天

真
爛
漫
な
女
の
子
で
す
。
趣

味
は
、
お
う
ち
の
探
検
と
、

朝
ド
ラ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
を

聴
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
お
兄
ち
ゃ
ん
と
仲
良
く
、

す
く
す
く
元
気
に
育
っ
て
ね
。

ち
ゃ
ん

内 

田 

望
乃
香

(

平
成
29
年
10
月
16
日
生
・
栄
　
町)

お
父
さ
ん
　
　
慎
　
也
　
さ
ん

お
母
さ
ん
　
　
香
奈
江
　
さ
ん

こ
　
こ
　
な

　
我
が
家
の
第
一
子
心
々
奈

で
す
。
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
、

よ
く
喋
り
、
よ
く
遊
び
人
見

知
り
も
せ
ず
、
カ
ゼ
も
引
か

な
い
元
気
な
子
で
す
。
こ
れ

か
ら
も
元
気
に
す
く
す
く

育
っ
て
ね
！

ち
ゃ
ん

松 

島 

心
々
奈

(

平
成
29
年
10
月
８
日
生
・
開
　
進)

お
父
さ
ん
　
　
翔
　
太
　
さ
ん

お
母
さ
ん
　
　
み
な
み
　
さ
ん

か
え
で

　
我
が
家
の
第
二
子
、
楓
で

す
。
お
母
さ
ん
が
大
好
き
で
、

跡
追
い
の
真
っ
最
中
で
す
。

お
姉
ち
ゃ
ん
と
遊
ん
で
、

キ
ャ
ッ
キ
ャ
し
て
い
ま
す
。

元
気
な
子
に
育
っ
て
ね
。 ち

ゃ
ん

稻 

垣
　
　 楓

(

平
成
29
年
10
月
20
日
生
・
１
条
北
２)

お
父
さ
ん
　
　
眞
　
行
　
さ
ん

お
母
さ
ん
　
　
　
梓
　
　
さ
ん

■
６
月
は
最
高
気
温
が
10

度
を
切
る
日
も
あ
り
ま
し

た
が
、
よ
う
や
く
暖
か
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
半
袖

を
着
て
い
る
人
も
ち
ら
ほ

ら
見
か
け
ま
す
。
先
月
号

に
も
掲
載
し
ま
し
た
が
、

役
場
（
本
庁
舎
・
出
先
機

関
）
で
は
現
在
ク
ー
ル
ビ

ズ
を
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
さ
て
、
こ
れ
か
ら
の
シ

ー
ズ
ン
は
お
も
し
ろ
科
学

館
を
は
じ
め
、
お
祭
り
な

ど
、
人
が
集
ま
る
賑
や
か

な
イ
ベ
ン
ト
が
続
き
ま
す

が
、
静
か
に
一
人
で
の
び

の
び
と
過
ご
し
た
く
な
る

瞬
間
も
あ
り
、
そ
ん
な
と

き
に
は
よ
く
海
岸
沿
い
の

道
道
１
０
６
号
線
を
ド
ラ

イ
ブ
し
ま
す
。
晴
れ
た
日

に
、
日
中
真
っ
青
な
海
を

眺
め
な
が
ら
走
る
の
も
爽

快
で
す
が
、
夕
暮
れ
時
の

オ
レ
ン
ジ
色
に
染
ま
っ
た

景
色
も
、
何
と
も
言
え
な

い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。（
道
北
の
夕
焼
け

は
本
当
に
き
れ
い
で
す
。）

野
や
山
の
自
然
に
も
、
海

の
自
然
に
も
手
軽
に
触
れ

ら
れ
る
の
は
、
こ
の
地
域

な
ら
で
は
だ
な
あ
と
感
じ

ま
す
。

【
総
務
財
政
課
総
務
グ
ル
ー
プ
】

●広報へのご意見、ご要望をお寄せください●
総務財政課総務グループ
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